
４ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案) 

【平成２７年４月１日施行（予定）】
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【報酬告示に関する通知案】

５ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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６ 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（訪問介護関係部分） 

～改正部分抜粋～ 

省令（新） 岡山市条例及び規則（旧） 岡山市条例及び規則（新）

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準 

平成十一年三月三十一日

厚生省令第三十七号

一部改正           平成二十七年一月十六日 

厚生労働省令第四号

第二章 訪問介護 

第二節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第五条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき

訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉

士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をい

う。以下この節から第四節までにおいて同じ。）の員

数は，常勤換算方法で，二・五以上とする。 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運

営に関する基準等を定める条例 

平成２４年１２月１９日

岡山市条例第８５号

第２章 訪問介護 

     第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第５条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪

問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置

くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる

介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定

める者をいう。以下この節から第４節までにおいて

同じ。）の員数は，常勤換算方法で，２．５以上と

する。 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運

営に関する基準等を定める条例 

平成２４年１２月１９日

 岡山市条例第８５号

一部改正 平成２７年３月１２日 

               岡山市条例第  号 

第２章 訪問介護 

     第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第５条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪

問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置

くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる

介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定

める者をいう。以下この節から第４節までにおいて

同じ。）の員数は，常勤換算方法で，２．５以上と

する。 
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２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに，

常勤の訪問介護員等のうち，利用者（当該指定訪問介

護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規

定する第一号訪問事業（地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成二十六年法律第八十三号。以下「整備

法」という。）第五条による改正前の法（以下「旧法」

という。）第八条の二第二項に規定する介護予防訪問

介護に相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定

する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の指

定を併せて受け，かつ，指定訪問介護の事業と当該第

一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては，当該事業所における指定

訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この

条において同じ。）の数が四十又はその端数を増すご

とに一人以上の者をサービス提供責任者としなければ

ならない。この場合において，当該サービス提供責任

者の員数については，利用者の数に応じて常勤換算方

法によることができる。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに，

常勤の訪問介護員等のうち，利用者(当該指定訪問介護

事業者が指定介護予防訪問介護事業者(岡山市指定介

護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成

２４年市条例第９０号。以下「指定介護予防サービス

等基準条例」という。)第５条第１項に規定する指定

介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定

を併せて受け，かつ，指定訪問介護の事業と指定介護

予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準条例第４

条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同

じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては，当該事業所における指定

訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下こ

の条において同じ。)の数が４０又はその端数を増す

ごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなけ

ればならない。この場合において，当該サービス提供

責任者の員数については，利用者の数に応じて常勤換

算方法によることができる。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに，

常勤の訪問介護員等のうち，利用者(当該指定訪問介護

事業者が法第１１５条の４５第１項第１号イに規定す

る第１号訪問事業（地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成２６年法律第８３号）第５条による改正前の法

（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する

介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定める

ものに限る。)に係る法第１１５条の４５の３第１項に

規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の

指定を併せて受け，かつ，指定訪問介護の事業と当該第

１号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては，当該事業所における指定訪

問介護又は当該第１号訪問事業の利用者。以下この条に

おいて同じ。)の数が４０又はその端数を増すごとに１

人以上の者をサービス提供責任者としなければならな

い。この場合において，当該サービス提供責任者の員数

については，利用者の数に応じて常勤換算方法によるこ

とができる。 
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３ 前項の利用者の数は，前三月の平均値とする。ただ

し，新規に指定を受ける場合は，推定数による。 

４ 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚

生労働大臣が定める者であって，専ら指定訪問介護に

従事するものをもって充てなければならない。ただし，

利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合

は，同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密着型サービスの事業の人

員，設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働

省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」

という。）第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）

又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型

サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型

訪問介護事業所をいう。）に従事することができる。

５ 第二項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責

任者を三人以上配置し，かつ，サービス提供責任者の

業務に主として従事する者を一人以上配置している指

３ 前項の利用者の数は，前３月の平均値とする。た

だし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は，介護福祉士その

他基準省令第５条第４項に規定する平成２４年厚生

労働省告示第１１８号により厚生労働大臣が定める

者であって，専ら指定訪問介護に従事するものをも

って充てなければならない。ただし，利用者に対す

る指定訪問介護の提供に支障がない場合は，同一敷

地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人

員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年市条例第８６号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準条例」という。）第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を

いう。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定

地域密着型サービス基準条例第４８条第１項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従

事することができる。 

（新設） 

３ 前項の利用者の数は，前３月の平均値とする。た

だし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は，介護福祉士その

他基準省令第５条第４項に規定する平成２４年厚生

労働省告示第１１８号により厚生労働大臣が定める

者であって，専ら指定訪問介護に従事するものをも

って充てなければならない。ただし，利用者に対す

る指定訪問介護の提供に支障がない場合は，同一敷

地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人

員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年市条例第８６号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準条例」という。）第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を

いう。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定

地域密着型サービス基準条例第４８条第１項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従

事することができる。 

５  第２項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責

任者を３人以上配置し，かつ，サービス提供責任者の業

務に主として従事する者を１人以上配置している指定
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定訪問介護事業所において，サービス提供責任者が行

う業務が効率的に行われている場合にあっては，当該

指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の

員数は，利用者の数が五十又はその端数を増すごとに

一人以上とすることができる。 

６ 指定訪問介護事業者が第二項に規定する第一号訪問

事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，かつ，指

定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合について

は，市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関す

る基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第七条 指定訪問介護事業所には，事業の運営を行うた

めに必要な広さを有する専用の区画を設けるほか，指

定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 指定訪問介護事業者が第五条第二項に規定する第一

号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，か

５ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定訪問介護の事業と指定

介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定介護予防サ

ービス等基準条例第５条第１項から第４項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第７条 指定訪問介護事業所には，事業の運営を行う

ために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か，指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定訪問介護の事業と指定

訪問介護事業所において，サービス提供責任者が行う業

務が効率的に行われている場合にあっては，当該指定訪

問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は，

利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上

とすることができる。

６  指定訪問介護事業者が第２項に規定する第１号訪問

事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については，市

長の定める当該第１号訪問事業の人員に関する基準を

満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第７条 指定訪問介護事業所には，事業の運営を行う

ために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か，指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者が第５条第２項に規定する第１

号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，か
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つ，指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては，市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に

関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

第四節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第十三条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供

に当たっては，利用者に係る居宅介護支援事業者が開

催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令

第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）

第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をい

う。以下同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，

その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第四十条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又

はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問介護」

介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定介護予防サ

ービス等基準条例第７条第１項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第１３条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提

供に当たっては，利用者に係る居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議（岡山市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２６年岡山市条例第３１号）第１６

条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以

下同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その

置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第４３条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護

又はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問

つ，指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては，市長の定める当該第１号訪問事業の設備に関する

基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第１３条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供に

当たっては，利用者に係る居宅介護支援事業者が開催す

るサービス担当者会議(岡山市指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

６年市条例第３１号。以下「指定居宅介護支援等基準条

例」という。） 第１６条第９号に規定するサービス担

当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて，利用者の心

身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第４３条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護

又はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問
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という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護

事業者」という。）が，当該事業を行う事業所（以下

「基準該当訪問介護事業所」という。）ごとに置くべ

き訪問介護員等（基準該当訪問介護の提供に当たる介

護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める

者をいう。以下この節において同じ。）の員数は，三

人以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は，基準該当訪問介護事業

所ごとに，訪問介護員等のうち一人以上の者をサービ

ス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第百十五条の四十五第

一項第一号イに規定する第一号訪問事業（旧法第八条

の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当

介護予防サービス（法第五十四条第一項第二号に規定

する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。）

に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）

とが，同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営されている場合については，市町村の定める

当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすこと

をもって，前二項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当

訪問介護事業者」という。）が，当該事業を行う事

業所（以下「基準該当訪問介護事業所」という。）

ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の

提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。以下この節において同

じ。）の員数は，３人以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は，基準該当訪問介護事

業所ごとに，訪問介護員等のうち１人以上の者をサ

ービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介

護（指定介護予防サービス等基準条例第４３条第１項に

規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）

の事業とが，同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については，同項及び同条

第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って，前２項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。

介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当

訪問介護事業者」という。）が，当該事業を行う事

業所（以下「基準該当訪問介護事業所」という。）

ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の

提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。以下この節において同

じ。）の員数は，３人以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は，基準該当訪問介護事

業所ごとに，訪問介護員等のうち１人以上の者をサ

ービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第１１５条の４５第１

項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の２

第２項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護

予防サービス（法第５４条第１項第２号に規定する基準

該当介護予防サービスをいう。以下同じ。）に相当する

ものとして市長が定めるものに限る。)とが，同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については，市長の定める当該第１号訪問事業

の人員に関する基準を満たすことをもって，前２項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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（設備及び備品等） 

第四十二条 基準該当訪問介護事業所には，事業の運営

を行うために必要な広さの区画を設けるほか，基準該

当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第四十条第三項に規定す

る第一号訪問事業とが，同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営される場合については，市

町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準

を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第４５条 基準該当訪問介護事業所には，事業の運営

を行うために必要な広さの区画を設けるほか，基準

該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備え

なければならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介

護の事業とが，同一の事業者により同一の事業所におい

て一体的に運営される場合については，指定介護予防サ

ービス等基準条例第４５条第１項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。

（設備及び備品等） 

第４５条 基準該当訪問介護事業所には，事業の運営

を行うために必要な広さの区画を設けるほか，基準

該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備え

なければならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第４３条第３項に規定す

る第１号訪問事業とが，同一の事業者により同一の事業

所において一体的に運営される場合については，市長の

定める当該第１号訪問事業の設備に関する基準を満た

すことをもって，前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 
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７ 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例  

～改正部分抜粋～                     （介護予防訪問介護関係部分）

（凡例） 

改正部分・・・・赤字斜線 

削除部分・・・・

省令（新） 岡山市条例及び規則（旧） 岡山市条例及び規則（新）

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準 

平成十八年三月十四日

厚生省令第三十五号

一部改正         平成二十七年一月十六日

厚生労働省令第四号

第二章 介護予防訪問介護

第二節 人員に関する基準 

第五条 （略） 

二～四 （略）

５ 第二項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責

任者を三人以上配置し，かつ，サービス提供責任者の

業務に主として従事する者を一人以上配置している

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例 

平成２４年１２月１９日

岡山市条例第９０号

第２章 介護予防訪問介護

第２節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数) 

第５条 （略）

２～４ （略）

(新設) 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例 

平成２４年１２月１９日

岡山市条例第９０号

一部改正 平成２７年３月１２日

岡山市条例第  号

第２章 介護予防訪問介護 

第２節 人員に関する基準 

(訪問介護員等の員数) 

第５条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第２項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責

任者を３人以上配置し，かつ，サービス提供責任者

の業務に主として従事する者を１人以上配置してい
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指定介護予防訪問介護事業所において，サービス提供

責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあ

っては，当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべき

サービス提供責任者の員数は，利用者の数が五十又は

その端数を増すごとに一人以上とすることができる。

６ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問介護

の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居

宅サービス等基準第五条第一項から第四項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各

項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

第二章 介護予防訪問介護 

第二節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第五条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下

「指定介護予防訪問介護事業者」という。）が当該事

５ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問介

護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については，指

定居宅サービス等基準条例第５条第１項から第４項

までに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

第２章 介護予防訪問介護 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第５条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下

「指定介護予防訪問介護事業者」という。）が当該事

る事業所において，サービス提供責任者が行う業務

が効率的に行われている場合にあっては，当該介護

予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者

の員数は，利用者の数が５０又はその端数を増すご

とに１人以上とすることができる。 

６ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問介護

の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居

宅サービス等基準条例第５条第１項から第４項まで

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，

前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

第２章 （削除） 

第２章 介護予防訪問介護 

第２節 （削除） 

第２節 人員に関する基準 

 第５条 （削除） 

（訪問介護員等の員数） 

第５条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下

「指定介護予防訪問介護事業者」という。）が当該事
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業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」

という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予

防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条

の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下こ

の節から第五節までにおいて同じ。）の員数は，常勤

換算方法で，二・五以上とする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問

介護事業所ごとに，常勤の訪問介護員等のうち，利用

者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護

事業者（指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び

運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。

以下「指定居宅サービス等基準」という。）第五条第

一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問

介護の事業と指定訪問介護（指定居宅サービス等基準

第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては，当該事業所における指定介護

予防訪問介護及び指定訪問介護の利用者。以下この条

において同じ。）の数が四十又はその端数を増すごと

に一人以上の者をサービス提供責任者としなければ

業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」

という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予

防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条

の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下こ

の節から第５節までにおいて同じ。）の員数は，常勤

換算方法で，２．５以上とする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問

介護事業所ごとに，常勤の訪問介護員等のうち，利用

者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護

事業者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第８５号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護（指定居

宅サービス等基準条例第４条に規定する指定訪問介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては，当該事

業所における指定介護予防訪問介護及び指定訪問介

護の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０

又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス

業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」

という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予

防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条

の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下こ

の節から第５節までにおいて同じ。）の員数は，常勤

換算方法で，２．５以上とする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問

介護事業所ごとに，常勤の訪問介護員等のうち，利用

者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護

事業者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第８５号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護（指定居

宅サービス等基準条例第４条に規定する指定訪問介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては，当該事

業所における指定介護予防訪問介護及び指定訪問介

護の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０

又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス
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ならない。この場合において，当該サービス提供責任

者の員数については，利用者の数に応じて常勤換算方

法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は，前三月の平均値とする。ただ

し，新規に指定を受ける場合は，推定数による。 

４ 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他

厚生労働大臣が定める者であって，専ら指定介護予防

訪問介護に従事するものをもって充てなければなら

ない。ただし，利用者に対する指定介護予防訪問介護

の提供に支障がない場合は，同一敷地内にある指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密

着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定

地域密着型サービス基準」という。）第三条の四第一

項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問

介護事業所（指定地域密着型サービス基準第六条第一

項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をい

う。）に従事することができる。 

提供責任者としなければならない。この場合におい

て，当該サービス提供責任者の員数については，利用

者の数に応じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は，前３月の平均値とする。ただ

し，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他

基準省令第５条第４項に規定する平成２４年厚生労

働省告示第１１８号により厚生労働大臣が定める者

であって，専ら指定介護予防訪問介護に従事するもの

をもって充てなければならない。ただし，利用者に対

する指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合

は，同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（岡山市指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８６号。以下「指定地域密着型

サービス基準条例」という。）第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をい

う。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第４８条第１項に規定する

指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事する

ことができる。 

提供責任者としなければならない。この場合におい

て，当該サービス提供責任者の員数については，利用

者の数に応じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は，前３月の平均値とする。ただ

し，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他

基準省令第５条第４項に規定する平成２４年厚生労

働省告示第１１８号により厚生労働大臣が定める者

であって，専ら指定介護予防訪問介護に従事するもの

をもって充てなければならない。ただし，利用者に対

する指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合

は，同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（岡山市指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８６号。以下「指定地域密着型

サービス基準条例」という。）第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をい

う。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第４８条第１項に規定する

指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事する

ことができる。 
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５ 第二項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責

任者を三人以上配置し，かつ，サービス提供責任者の

業務に主として従事する者を一人以上配置している

指定介護予防訪問介護事業所において，サービス提供

責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあ

っては，当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべき

サービス提供責任者の員数は，利用者の数が五十又は

その端数を増すごとに一人以上とすることができる。

６ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問介護

の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居

宅サービス等基準第五条第一項から第四項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各

項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（新設） 

５ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問介護

の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居

宅サービス等基準条例第５条第１項から第４項まで

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，

前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

（別居親族に対するサービス提供の制限） 

第２３条 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員

等に，その別居の親族である利用者であって，規則で

定めるものに対する指定介護予防訪問介護の提供を

５ 第２項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責

任者を３人以上配置し，かつ，サービス提供責任者の

業務に主として従事する者を１人以上配置している

事業所において，サービス提供責任者が行う業務が効

率的に行われている場合にあっては，当該介護予防訪

問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数

は，利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人

以上とすることができる。 

６ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問介護

の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居

宅サービス等基準条例第５条第１項から第４項まで

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，

前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 第２３条 （削除） 

（別居親族に対するサービス提供の制限） 

第２３条 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員

等に，その別居の親族である利用者であって，規則で

定めるものに対する指定介護予防訪問介護の提供を
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させてはならない。ただし，別居の親族である利用者

に対する指定介護予防訪問介護が規則で定める基準

に該当する場合には，この限りでない。 

＜条例施行規則案＞  

（別居の親族） 

第２条 条例第２３条に規定する規則で定める者は，

訪問介護員等との関係が，次の各号のいずれかに該

当する利用者とする。 

(1) 配偶者 

(2) ３親等内の血族及び姻族 

（別居の親族に対する指定介護予防訪問介護に係る

サービス提供の制限の例外） 

第３条 条例第２３条に規定する規則で定める基準

は，次の各号のいずれにも該当する場合とする。 

(1) 指定介護予防訪問介護の利用者が離島，山間のへ

き地その他の地域であって，その別居の親族から

指定介護予防訪問介護の提供を受けなければ，必

要な介護予防訪問介護の見込量を確保すること

が困難であると市長が認める地域に住所を有す

ること。 

させてはならない。ただし，別居の親族である利用者

に対する指定介護予防訪問介護が規則で定める基準

に該当する場合には，この限りでない。 

＜条例施行規則案＞  

（別居の親族） 

 第２条 条例第２３条に規定する規則で定める者は，

訪問介護員等との関係が，次の各号のいずれかに該

当する利用者とする。 

(1) 配偶者 

(2) ３親等内の血族及び姻族 

（別居の親族に対する指定介護予防訪問介護に係

るサービス提供の制限の例外） 

第３条 条例第２３条に規定する規則で定める基準

は，次の各号のいずれにも該当する場合とする。 

(1) 指定介護予防訪問介護の利用者が離島，山間のへ

き地その他の地域であって，その別居の親族から

指定介護予防訪問介護の提供を受けなければ，必

要な介護予防訪問介護の見込量を確保すること

が困難であると市長が認める地域に住所を有す

ること。 
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(2) 指定介護予防訪問介護が介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５８条第

１項に規定する指定介護予防支援事業者又は法

第５９条第１項第１号に規定する基準該当介護

予防支援の事業を行う者の作成する介護予防サ

ービス計画に基づいて提供されること。 

(3) 指定介護予防訪問介護が条例第５条第２項に規

定するサービス提供責任者の行う具体的な指示

に基づいて提供されること。 

(4) 指定介護予防訪問介護が入浴，排せつ，食事等の

介護をその主たる内容とすること。 

(5) 指定介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等

の当該指定介護予防訪問介護に従事する時間の

合計時間が当該訪問介護員等が指定介護予防訪

問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２

分の１を超えないこと。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，条例第２３条ただ

し書及び前項の規定に基づき，訪問介護員等にその別

居の親族である利用者に対する指定介護予防訪問介

護の提供をさせる場合において，当該利用者の意向，

(2) 指定介護予防訪問介護が介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５８条第

１項に規定する指定介護予防支援事業者又は法

第５９条第１項第１号に規定する基準該当介護

予防支援の事業を行う者の作成する介護予防サ

ービス計画に基づいて提供されること。 

(3) 指定介護予防訪問介護が条例第５条第２項に規

定するサービス提供責任者の行う具体的な指示

に基づいて提供されること。 

(4) 指定介護予防訪問介護が入浴，排せつ，食事等の

介護をその主たる内容とすること。 

(5) 指定介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等

の当該指定介護予防訪問介護に従事する時間の

合計時間が当該訪問介護員等が指定介護予防訪

問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２

分の１を超えないこと。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，条例第２３条ただ

し書及び前項の規定に基づき，訪問介護員等にその別

居の親族である利用者に対する指定介護予防訪問介

護の提供をさせる場合において，当該利用者の意向，
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（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第四十四条 基準該当介護予防訪問介護事業者は，訪問

介護員等に，その同居の家族である利用者に対する介

護予防訪問介護の提供をさせてはならない。ただし，

同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護

が次のいずれにも該当する場合には，この限りでな

当該利用者に係る条例第４１条第２号の介護予防訪

問介護計画の実施状況等からみて，当該指定介護予防

訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは，

当該訪問介護員等に対し適切な指示を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４６条 基準該当介護予防訪問介護事業者は，訪問介

護員等に，その同居の家族である利用者に対する基準

該当介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。た

だし，同居の家族である利用者に対する基準該当介護

予防訪問介護が規則で定める基準に該当する場合に

は，この限りでない。 

＜条例施行規則案＞ 

（同居家族に対するサービス提供の制限の例外） 

第４条 条例第４６条ただし書に規定する規則で定

める基準は，次の各号のいずれにも該当する場合と

する。 

当該利用者に係る条例第４１条第２号の介護予防訪

問介護計画の実施状況等からみて，当該指定介護予防

訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは

当該訪問介護員等に対し適切な指示を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

 第４６条 （削除） 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４６条 基準該当介護予防訪問介護事業者は，訪問介

護員等に，その同居の家族である利用者に対する基準

該当介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。た

だし，同居の家族である利用者に対する基準該当介護

予防訪問介護が規則で定める基準に該当する場合に

は，この限りでない。 

＜条例施行規則案＞ 

（同居家族に対するサービス提供の制限の例外） 

第４条 条例第４６条ただし書に規定する規則で定め

る基準は，次の各号のいずれにも該当する場合とす

る。 
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い。 

一 当該介護予防訪問介護の利用者が，離島，山間の

へき地その他の地域であって，指定介護予防訪問

介護のみによっては必要な介護予防訪問介護の見

込量を確保することが困難であると市町村が認め

るものに住所を有する場合 

二 当該介護予防訪問介護が，法第五十八条第一項に

規定する指定介護予防支援事業者又は法第五十九

条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援

の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画

に基づいて提供される場合 

三 当該介護予防訪問介護が，第四十一条第二項に規

定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に

基づいて提供される場合 

四 当該介護予防訪問介護が，入浴，排せつ，食事等

の介護をその主たる内容とする場合 

五 当該介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等

の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が，当

該訪問介護員等が介護予防訪問介護に従事する時

間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合 

(1) 基準該当介護予防訪問介護の利用者が離島，山間

のへき地その他の地域であって，その同居の家族か

ら基準該当介護予防訪問介護の提供を受けなけれ 

ば，必要な介護予防訪問介護の見込量を確保するこ

とが困難であると市長が認める地域に住所を有す

ること。 

(2) 基準該当介護予防訪問介護が法第５８条第１項

に規定する指定介護予防支援事業者又は法第５９

条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援

の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画

に基づいて提供されること。 

(3) 基準該当介護予防訪問介護が条例第４３条第２

項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な

指示に基づいて提供されること。 

(4) 基準該当介護予防訪問介護が入浴，排せつ，食事

等の介護をその主たる内容とすること。 

(5) 基準該当介護予防訪問介護を提供する訪問介護

員等の当該基準該当介護予防訪問介護に従事する

時間の合計時間が当該訪問介護員等が基準該当介

護予防訪問介護に従事する時間の合計時間のおお

(1) 基準該当介護予防訪問介護の利用者が離島，山間

のへき地その他の地域であって，その同居の家族

から基準該当介護予防訪問介護の提供を受けなけ

れば，必要な介護予防訪問介護の見込量を確保す

ることが困難であると市長が認める地域に住所を

有すること。 

 (2) 基準該当介護予防訪問介護が法第５８条第１項

に規定する指定介護予防支援事業者又は法第５９

条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援

の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画

に基づいて提供されること。 

(3) 基準該当介護予防訪問介護が条例第４３条第２

項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な

指示に基づいて提供されること。 

(4) 基準該当介護予防訪問介護が入浴，排せつ，食事

等の介護をその主たる内容とすること。 

(5) 基準該当介護予防訪問介護を提供する訪問介護

員等の当該基準該当介護予防訪問介護に従事する

時間の合計時間が当該訪問介護員等が基準該当介

護予防訪問介護に従事する時間の合計時間のおお
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２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は，前項ただし書

の規定に基づき，訪問介護員等にその同居の家族であ

る利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供

をさせる場合において，当該利用者の意向や当該利用

者に係る次条において準用する第三十九条第二号の

介護予防訪問介護計画の実施状況等からみて，当該基

準該当介護予防訪問介護が適切に提供されていない

と認めるときは，当該訪問介護員等に対し適切な指導

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

むね２分の１を超えないこと。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は，前項ただし書

の規定に基づき，訪問介護員等にその同居の家族であ

る利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供

をさせる場合において，当該利用者の意向，当該利用

者に係る次条において準用する第４１条第２号の介

護予防訪問介護計画の実施状況等からみて，当該基準

該当介護予防訪問介護が適切に提供されていないと

認めるときは，当該訪問介護員等に対し適切な指導を

行う等必要な措置を講じなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。 

附則

（施行期日）

第１条 この条例は，平成２７年４月１日から施行す

る。

（介護予防訪問介護に関する経過措置）

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を

むね２分の１を超えないこと。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は，前項ただし書

の規定に基づき，訪問介護員等にその同居の家族であ

る利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供

をさせる場合において，当該利用者の意向，当該利用

者に係る次条において準用する第４１条第２号の介

護予防訪問介護計画の実施状況等からみて，当該基準

該当介護予防訪問介護が適切に提供されていないと

認めるときは，当該訪問介護員等に対し適切な指導を

行う等必要な措置を講じなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。 

附則

（施行期日）

第１条 この条例は，平成２７年４月１日から施行す

る。

（介護予防訪問介護に関する経過措置）

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を
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推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成

２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備

法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定

介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項

に規定する介護予防訪問介護（以下「旧指定介護予防

訪問介護」という。）又は旧法第５４条第１項第２号

に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧

法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若

しくはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介

護予防訪問介護」という。）については，第２条の規

定による改正前の岡山市指定介護予防サービス等の

事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（以下「旧介護予防サービ

ス等基準条例」という。）第４条から第４７条までの

規定は，なおその効力を有する。

第３条 前条の規定によりなおその効力を有するもの

推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成

２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備

法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定

介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項

に規定する介護予防訪問介護（以下「旧指定介護予防

訪問介護」という。）又は旧法第５４条第１項第２号

に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧

法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若

しくはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介

護予防訪問介護」という。）については，第２条の規

定による改正前の岡山市指定介護予防サービス等の

事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（以下「旧介護予防サービ

ス等基準条例」という。）第４条から第４７条までの

規定は，なおその効力を有する。

第３条 前条の規定によりなおその効力を有するもの
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とされる旧介護予防サービス等基準条例第５条第２

項及び第６項並びに第７条第２項の規定は，旧指定介

護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第１１

５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市

長が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を

併せて受けている場合について準用する。この場合に

おいて，次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等

基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５条

第２

項

指定訪問介護事業者

（指定居宅サービ

ス等の事業の人員，

設備及び運営に関

する基準等を定め

る条例（平成２４年

市条例第８５号。以

下「指定居宅サービ

ス等基準条例」とい

う。）第５条第１項

に規定する指定訪

法第１１５

条の４５

第１項第

１号イに

規定する

第１号訪

問事業（前

条に規定

する指定

介護予防

訪問介護

とされる旧介護予防サービス等基準条例第５条第２

項及び第６項並びに第７条第２項の規定は，旧指定介

護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第１１

５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市

長が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を

併せて受けている場合について準用する。この場合に

おいて，次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等

基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５条

第２

項

指定訪問介護事業者

（指定居宅サービ

ス等の事業の人員，

設備及び運営に関

する基準等を定め

る条例（平成２４年

市条例第８５号。以

下「指定居宅サービ

ス等基準条例」とい

う。）第５条第１項

に規定する指定訪

法第１１５

条の４５

第１項第

１号イに

規定する

第１号訪

問事業（前

条に規定

する指定

介護予防

訪問介護
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問介護事業者をい

う。以下同じ。）

に相当す

るものと

して市長

が定める

ものに限

る。）に係

る指定事

業者

指定訪問介護（指定居

宅サービス等基準

条例第４条に規定

する指定訪問介護

をいう。以下同じ。）

の事業

当該第１号

訪問事業

指定介護予防訪問介

護又は指定訪問介

護

指定介護予

防訪問介

護又は当

該第１号

訪問事業

第５条

第６

指定訪問介護事業者 第２項に規

定する第

問介護事業者をい

う。以下同じ。）

に相当す

るものと

して市長

が定める

ものに限

る。）に係

る指定事

業者

指定訪問介護（指定居

宅サービス等基準

条例第４条に規定

する指定訪問介護

をいう。以下同じ。）

の事業

当該第１号

訪問事業

指定介護予防訪問介

護又は指定訪問介

護

指定介護予

防訪問介

護又は当

該第１号

訪問事業

第５条

第６

指定訪問介護事業者 第２項に規

定する第
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項 １号訪問

事業に係

る指定事

業者

指定訪問介護の事業 当該第１号

訪問事業

指定居宅サービス等

基準条例第５条第

１項から第４項ま

でに規定する

市長の定め

る当該第

１号訪問

事業の

第７条

第２

項

指定訪問介護事業者 第５条第２

項に規定

する第１

号訪問事

業に係る

指定事業

者

指定訪問介護の事業 当該第１号

訪問事業

項 １号訪問

事業に係

る指定事

業者

指定訪問介護の事業 当該第１号

訪問事業

指定居宅サービス等

基準条例第５条第

１項から第４項ま

でに規定する

市長の定め

る当該第

１号訪問

事業の

第７条

第２

項

指定訪問介護事業者 第５条第２

項に規定

する第１

号訪問事

業に係る

指定事業

者

指定訪問介護の事業 当該第１号

訪問事業
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指定居宅サービス等

基準条例第７条第

１項に規定する

市長の定め

る当該第

１号訪問

事業の

２ 前条の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる旧介護予防サービス等基準条例第４３条第３項

及び第４５条第２項の規定は，旧基準該当介護予防訪

問介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項

第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基準該当介護

予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるも

のに限る。）を同一の事業所において一体的に運営し

ている場合について準用する。この場合において，次

の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第４３条

第３項

基準該当訪問介

護（指定居宅サ

ービス等基準

条例第４３条

第１項に規定

する基準該当

法第１１５条の４

５第１項第１号

イに規定する第

１号訪問事業

（基準該当介護

予防訪問介護に

指定居宅サービス等

基準条例第７条第

１項に規定する

市長の定め

る当該第

１号訪問

事業の

２ 前条の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる旧介護予防サービス等基準条例第４３条第３項

及び第４５条第２項の規定は，旧基準該当介護予防訪

問介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項

第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基準該当介護

予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるも

のに限る。）を同一の事業所において一体的に運営し

ている場合について準用する。この場合において，次

の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第４３条

第３項

基準該当訪問介

護（指定居宅サ

ービス等基準

条例第４３条

第１項に規定

する基準該当

法第１１５条の４

５第１項第１号

イに規定する第

１号訪問事業

（基準該当介護

予防訪問介護に
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訪問介護をい

う。以下同じ。）

の事業

相当するものと

して市長が定め

るものに限る。）

同項及び同条第

２項に規定す

る

市長の定める当該

第１号訪問事業

の

第４５条

第２項

基準該当訪問介

護の事業

第４３条第３項に

規定する第１号

訪問事業

指定居宅サービ

ス等基準条例

第４５条第１

項に規定する

市長の定める当該

第１号訪問事業

の

訪問介護をい

う。以下同じ。）

の事業

相当するものと

して市長が定め

るものに限る。）

同項及び同条第

２項に規定す

る

市長の定める当該

第１号訪問事業

の

第４５条

第２項

基準該当訪問介

護の事業

第４３条第３項に

規定する第１号

訪問事業

指定居宅サービ

ス等基準条例

第４５条第１

項に規定する

市長の定める当該

第１号訪問事業

の
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ＭＥＭＯ
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平成２６年度 

集団指導資料 

訪問介護・ 

介護予防訪問介護 

（別冊） 

岡山市保健福祉局 

事業者指導課 


